
秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第３２回）

日時：令和４年１月４日（火）

午前１１時１５分～

場所：第二庁舎４階 災害対策本部室

次 第

１ 開 会

２ 議 題

（１）感染拡大傾向時の一般検査事業の実施について（資料１）

（２）その他

３ 知事指示

４ 閉 会



感染拡大傾向時の一般検査事業の実施について

令和４年１月４日

健 康 福 祉 部

１ 現状

（１）オミクロン株の感染状況

・全国的に大都市や地方の県でもオミクロン株の感染事例が増加

空港検疫以外の国内感染状況（累計）：12/26 時点 48 人→1/2 時点 298 人

・市中感染の疑い例が隣接する山形県で確認（12/31）

東北ではこのほか岩手県と福島県で感染者（市中感染以外）が発生

（２）国の対応

・オミクロン株への当面の対応として、市中感染等が確認された都道府県のほか、そ

の隣接県についても、感染拡大傾向時の一般検査事業を実施できることとした。

２ 対応方針

・隣接県での市中感染疑い例の確認や全国的なオミクロン感染事例の増加から、本県

への波及が懸念されるため、次のとおり、感染拡大傾向時の一般検査事業を実施す

ることとし、県民への受検を要請する。（特措法第 24 条第 9項による協力要請）

３ 検査実施場所

・検査箇所数：１０か所（1/4 現在）※別添一覧参照

今後順次拡充を予定しており、最新の情報は県のウェブサイトに掲載

URL：https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/61915

【感染拡大傾向時の一般検査事業の実施】

実施期間：１月５日～１月３１日

対象区域：県内全域

対 象 者：感染不安を感じる住民で、無症状の方
（秋田県の住民たる者。ワクチン接種済・未接種を問わない）

※症状のある方は医療機関を受診

【参考】

・秋田県では 12 月 24 日から「健康上の理由等によりワクチンが接種できない無症状の方」

がワクチン・検査パッケージ等のために必要となる検査の無料化を実施している。

（ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業）

・今回の事業は、オミクロン株への当面の対応のため、ワクチン未接種の理由やワクチン接

種の有無に関わらず、感染に不安を感じる県民の方に検査無料化の対象を拡大するもの。

（感染拡大傾向時の一般検査事業）

資料１



PCR検査等 抗原定性検査

1 秋田市
木下グループ
新型コロナＰＣＲ検査センター
秋田市役所店

秋田市山王一丁目1-1
（秋田市庁舎内）

03-4333-1640
(12:00～17:00

土日祝休)
令和3年12月24日 月～土　9:00～17:00

（休業日：日曜日） ○ ○

2 大館市
木下グループ
新型コロナＰＣＲ検査センター
大館市指定ＰＣＲ検査所

大館市中城20
大館市庁舎
（本庁舎南側　特設会場）

03-4333-1640
(12:00～17:00

土日祝休)
令和3年12月24日 月～金　9:00～16:00

（休業日：土曜日、日曜日、祝日） ○

3 大仙市
木下グループ
新型コロナＰＣＲ検査センター
大仙市指定ＰＣＲ検査所

大仙市大曲花園町1番1号
大仙市役所隣り大曲武道館内

03-4333-1640
(12:00～17:00

土日祝休)
令和3年12月25日 月～水、金・土　9:00～16:00

（休業日：日曜日、木曜日） ○

4 由利本荘市

木下グループ
新型コロナＰＣＲ検査センター
由利本荘市指定ＰＣＲ検査所

由利本荘市尾崎17
本荘由利広域行政センター1階

03-4333-1640
(12:00～17:00

土日祝休)
令和3年12月28日 月～土　10:00～13:00　14:00～16:00 

（休業日：日曜日、祝日） ○ ○

5 秋田市 雄和薬局 秋田市雄和妙法字上大部133-3 018-886-5027 令和3年12月24日

月・火・金　8:30～17:30
水　8:30～18:30
木　8:30～16:30
土　8:30～12:30
（休業日：第4土曜日、土曜日午後、日曜日、祝
祭日)

○

薬局の別室で検査を行う方法（対面または非対面）とドライブスルー方式（車
内で検体の採取）をお選びください。
オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはApple社Facetimeまたは
Microsoft社のSkypeを推奨しております。接続方法については検査キットお渡し
時に配布する用紙をご参照ください。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨してお
ります。お問い合わせはメール　yuwapharmacy@gmail.com　も可能です。

6 秋田市 西岡メディカル薬局秋田河辺店 秋田市河辺北野田高屋字上前田表
73-4 018-827-6758 令和3年12月29日

月・火・水・金　8:30～18:00　　
木　8:30～12:00　　
土　8:30～16:00　
（休業日：日曜・祝日）
（年末年始休業：12月30日～1月3日)

○ 混雑している場合や在庫の関係がありますので事前にお電話をいただくことを推奨
しております。

7 秋田市 かがや薬局 秋田市川元開和町1番5号 018-865-7231 令和3年12月30日

月火水金　8:30～18:00
木　8:30～17:00
土　8:30～17:30
（休業日：日曜日、祝日　※土曜日が祝日の場
合は営業）
（年末年始休業：12月31日～1月3日）

○
時間帯によって、混雑することが予測されます。検査を希望される方は、検査をス
ムーズに実施するため検査希望の１時間前までにお電話（018-865-7231）いた
だくことを推奨しております。検査は薬局内の個室、またはドライブスルー方式にも対
応しております。ｵﾝﾗｲﾝ方式はApple社FaceTimeに対応しております。

8 秋田市
一般社団法人秋田県薬剤師会
秋田みなみ会営薬局

秋田市上北手猿田字苗代沢207-3 018-889-6220 令和4年1月4日 月～金 8:30～18:00
（休業日：土曜日、日曜日、祝日） ○

混雑している場合がありますので、検査希望の方は検査希望時間の１時間前ま
でにお電話にてご相談いただくことを推奨しております。
（電話：018-889-6220）
検査は薬局内の仕切られたスペースもしくは車でのドライブスルー方式でお願いして
おります。

9 鹿角市 有限会社　黒沢薬局 鹿角市十和田毛馬内字古下夕33-3 0186-35-3200 令和3年12月24日

月～金　8:00～20:00
土　8:00～19:00
日　8:00～13:00
祝　8:00～18:00
（年末年始休業：1月1日～3日）

○
混み合っている場合がありますので、検査希望の１時間前までにご連絡を頂くこと
を推奨しております。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来店者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。

10 にかほ市 医療法人圭尚会　きさかたクリニック にかほ市象潟町字後田77-1 0184-43-5522 令和3年12月27日

月～金　8:30～17:30
土　8:30～12:30
（休業日：土曜日午後、日曜日）
（年末年始休業：12月31日～1月3日）

○ ○ 診療の都合上、検査のご案内までお待ちいただく場合がございます。事前の電話
連絡（0184-43-5522）にご協力をお願いします。

 無料検査実施場所一覧 （令和4年1月4日時点）※順次拡充予定

実施可能な検査方法
No 市町村 事業所名称 所在地 連絡先

（TEL）
無料検査
開始日

検査対応
曜日・時間

備 考
（注意事項等）

事前に検査日時のご予約・アカウントご登録をお願いします。

検査センターの窓口で秋田県が定めている申込書の記入・提出と身分証明書の
提示をお願いします。
来店時にも記入は可能ですが、秋田県よりデータが配布されておりますので、感染
予防のため滞在時間短縮の観点から事前に記入・持参いただくことをおすすめしま
す。

※検査結果通知のために、アカウント登録を行っていただく必要がございます。
店舗に滞在いただく時間を短縮し、お客様の感染リスクを低減するという観点か
ら、事前にご予約・アカウントご登録を行っていただけますようお願いいたします。
※混雑状況によっては入店までしばらくお待ちいただく可能性もございます。予めご
了承ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありません。

ＰＣＲ等検査無料化事業の検査実施事業者としての登録を希望される薬局、医療機関等の方は、実施事業者募集要項（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/61642）をご確認ください。
不明な点がありましたら、秋田県ＰＣＲ等検査無料化事業事務局コールセンター（電話番号：0120-350-163）までご連絡ください。

●秋田県における「ＰＣＲ等検査無料化事業」の対象とならない場合があります。
　※無料となる要件等は「対象者確認 Yes/No チャート」でご確認ください。



【ＰＣＲ等検査無料化事業】　対象者確認 Yes／No チャート
PCR等検査無料化事業の 対象外 です。
新型コロナウイルス感染症等への感染が不安な
時は、かかりつけ医または「あきた新型コロナ受
診相談センター」に電話で相談してください。
　※あきた新型コロナ受診相談センター：
　　 24時間受付…018-866-7050
　　 8:00～17:00（毎日）…018-895-9176
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　0570-011-567

Q2:検査を受ける理由は次のいずれでしょうか？

Q4:ワクチン未接種の理由は次のいずれでしょうか？

③その他

※発熱・せき・喉の痛み、その他体調不良を含む

③その他（自己意思等）

(2)感染拡大傾向時の一般検査事業 対象

(1)ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業 対象

はい
いいえ

Q1:今、発熱等の症状はありますか？

①イベント・飲食・旅行・帰
省等の経済社会活動を行
うのに必要

①12歳未満のため ②健康上の理由

Q5:秋田県内在住ですか？

Q3:ワクチンを2回（以上）接種済ですか？

PCR等検査無料化事業の

 対象外
です。

※自費検査が可能な検査機関も
ありますので、そちらをご検討くださ
い。

②都道府県知事から要請
を受けて、感染不安がある

※都道府県知事から要請を受けて、感染不安がある場合で、
　 県内在住であれば、(2)の一般検査事業の対象となります。

  ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業 感染拡大傾向時の一般検査事業

事業の終了時期 令和４年３月末まで 終了時期未定

感染拡大状況別
の適用事業

拡大傾向なし ○ ×

拡大傾向あり ○ ×

拡大傾向あり、
かつ、

知事が必要と認める場合
○ ○

無料検査の
対象者

県民限定 ×（県民に限らない） ○（県民限定）

ワクチン接種済者 ２回以上接種の方は対象外 ○（対象）

健康上の理由等による
ワクチン未接種者

※基礎疾患、副反応の懸念な
ど健康上の理由によりワクチ
ン接種を受けられない方、
12歳未満の子ども

○（対象） ○（対象）

自己意思による
ワクチン未接種者 ×（対象外） ○（対象）



別紙１

No.

申込書
令和 年 月 日

１ 本人確認

氏名：

住所：

性別： 生年月日：

連絡先：（電話番号）

（メールアドレス）

２ 検査利用回数

過去に利用した、無料検査（行政検査を除く）の回数

※回数・頻度が多い場合には、理由の疎明をお願いすることがあります。

回

３ 検査目的（✓を記入ください）

本日の検査の目的について、下記より１つ選択

1. ☐ イベント・飲食・旅行・帰省等の経済社会活動を行うに当たり、必要であるため

（ワクチン・検査パッケージ等）（2.に該当する場合を除く）

2. ☐ 都道府県知事から要請を受けて、感染不安があるため （感染状況が拡大し、知

事が必要と認めた場合に限る）

3. ☐ その他

４ ワクチンの接種の有無（✓を記入ください）

３で「1.」を選んだ場合、ワクチンを２回接種済みか

☐ はい

☐ いいえ

５ ４で「いいえ」を選んだ場合、その理由（✓を記入ください）

1. ☐ 12 歳未満である

2. ☐ 健康上の理由

3. ☐ その他（理由： （例）自己の意思等 ）

裏面もあります

（確認事項：✓を記入ください）

☐仮に検査結果が陽性であった場合には「あきた新型コロナ受診相談センター」に相談し

ます。また、申込書に記載の個人情報について、県及び居住地の管轄保健所に情報提供

するとともに、管轄保健所の指示に従うことを誓約します。

☐上記項目につき、虚偽がないことを証するとともに、本申込書は県から求めがあった場

合には県に提出されることがあることについて同意します。また、県が必要と認め、本

事業の適正執行を確保するため、ワクチン接種の有無についてご記入いただいた氏名・

住所・性別・生年月日の情報に基づき、市町村に照会を行ったときは、市町村がワクチ

ン接種歴の有無について回答することがあることに同意します。

※１：ご申告いただいた内容が虚偽であることが判明した場合、検査費用の負担を求めるほか、県が必要

と認める措置を講じる場合があります。また、ワクチン接種の有無については、別途自治体におい

て確認する場合があります

※２：次回の検査申込に当たっては、 PCR 検査等の結果通知書等の有効期間が３日間とされていること

及び抗原定性検査の結果通知書等の有効期間が１日間とされていること等も踏まえ、前回の検査

から経過した日数等を考慮の上、申込を行うようお願いします

担当者確認欄

本人確認の実施

☐ 運転免許証 ☐ 健康保険証 ☐ マイナンバーカード

☐ その他（ ）

無料検査の区分

☐ ＶＴＰ等分（5.ワクチン未接種理由で「1.」または「2.」を選んだ場合）

☐ 一般検査分（3.検査目的で「2.」を選んだ場合

※居住地が秋田県内である必要があります

※住所が記載された身分証明書等（免許証、保険証など）で確認

☐ 対象外（上記のいずれにも該当しない場合）

その他

（回数疎明を求め

た際等に記入）


